
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

八

八

号

鳩
山
内
閣
よ
り
野
田
内
閣
に
至
る
三
代
の
内
閣
に
お
け
る
閣
僚
の
平
均
在
任
期
間
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

橘

慶

一

郎
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鳩
山
内
閣
よ
り
野
田
内
閣
に
至
る
三
代
の
内
閣
に
お
け
る
閣
僚
の
平
均
在
任
期
間
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
の
鳩
山
内
閣
発
足
以
来
、
こ
れ
ま
で
三
代
の
内
閣
に
わ
た
り
二
年
五
ヶ
月
が
経
過
し
た
が
、
こ

の
間
、
様
々
な
事
情
に
よ
り
閣
僚
の
平
均
在
任
期
間
が
短
く
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
内
閣
府
に
属
す
る
「
担
当
大
臣
」
に
つ

い
て
は
、
七
、
八
代
に
及
ぶ
事
例
も
見
受
け
ら
れ
、
平
均
在
任
期
間
が
四
ヶ
月
程
度
の
ポ
ス
ト
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
事
務
引
き
継
ぎ
か
ら
始
ま
っ
て
行
政
の
継
続
・
発
展
の
為
に
は
決
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
料
す
る
。
つ
い
て
は

以
下
六
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

現
時
点
に
お
い
て
、
鳩
山
内
閣
か
ら
野
田
内
閣
に
至
る
三
代
の
内
閣
に
お
け
る
閣
僚
の
平
均
在
任
期
間
を
伺
う
。

二

一
に
つ
い
て
、
特
に
内
閣
府
に
属
す
る
「
担
当
大
臣
」
に
絞
っ
て
伺
う
。

三

こ
の
間
、
消
費
者
担
当
大
臣
は
、
松
原
大
臣
で
八
代
目
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
六
代
目
以
上
と
な
っ
て
い
る
ポ
ス
ト
に
つ

い
て
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

四

大
臣
交
代
の
際
に
、
行
政
庁
に
お
い
て
通
常
発
生
す
る
事
務
（
事
務
引
き
継
ぎ
、
所
管
事
項
説
明
、
職
員
挨
拶
等
）
に
つ

い
て
、
ど
の
程
度
の
日
数
を
要
し
て
い
る
の
か
、
伺
う
。

五

行
政
の
効
率
性
・
継
続
性
の
観
点
か
ら
も
閣
僚
の
平
均
在
任
期
間
は
一
定
程
度
必
要
で
あ
る
も
の
と
思
う
が
、
野
田
内
閣

一



の
見
解
及
び
今
後
の
対
処
方
針
を
伺
う
。

六

現
状
、
女
性
閣
僚
は
一
人
と
な
っ
て
い
る
が
、
男
女
共
同
参
画
の
観
点
か
ら
、
野
田
内
閣
の
見
解
及
び
今
後
の
対
処
方
針

を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


